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年金制度

国民年金

厚生年金

70 (歳)

付加年金

１号 ２号 ３号 ２号

厚生年金

16 20

厚生年金

経過的差額加算

付加年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

厚生年金

60
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在職老齢年金のルール
・年金と役員報酬

年金（１ヵ月分）

給与

給与
役員報酬

＋賞与 １
１２

51万円
×１２＝停止

(令和８年４月から62万円)報酬比例部分の
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【例１】役員の場合

【例２】決算月３月 誕生月１２月の場合

停止無

標準報酬 50万円 標報 38万円
5月 8月

6.5万円支給5.5万円支給
4.5万円停止

12月

5.5万円停止

報比 12万円
109/1 109/112月 12月

66 6765
歳

3月

月額変更届提出
▽

特別支給の
老齢厚生年金
10万円

※ ６５歳後の１月分から７月分の5.5万円の停止をさけるには、64歳時の決算で下げる
※ 社員の場合は決算月が関係ないので、１２月に同月得喪の手続きをする

調整するなら
決算月 事前確定を税務署に届出 ５月から
誕生月 誕生月の翌月から支給 １月分から

4ヶ月後の８月に月額変更届を提出し８月から、標準報酬と
保険料が下がる
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